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注射のみ

注射＋登録 6,500円

注射2,950円、
注射済票交付手数料550円

注射のみの料金に加えて
登録手数料3,000円

注射・登録料金
3,500円

◀ぐんま電子申請
　受付システムはこちら

11 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

高
校
生
な
ど
の
保
護
者
の
経
済

的
負
担
軽
減
と
公
共
交
通
の
利
用

促
進
の
た
め
、バ
ス
や
鉄
道
の
定

期
券
購
入
費
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
）

●
町
に
住
所
を
有
す
る
人

●
バ
ス
や
鉄
道
の
通
学
定
期
券
を

購
入
し
て
高
等
学
校
な
ど
に
通

学
す
る
生
徒
な
ど
の
保
護
者

●
町
税
の
滞
納
が
な
い
人

▼
申
請
方
法

定
期
券
を
購
入
し
た
日
か
ら
使

用
期
限
終
了
後
２
カ
月
以
内
に
、

ぐ
ん
ま
電
子
申
請
受
付
シ
ス
テ
ム

ま
た
は
企
画
室（
④
番
窓
口
）で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

バ
ス
や
鉄
道
で
通
学
す
る
人
へ

公
共
交
通
機
関
で
の
通
学
を
支
援

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
購
入
し
た
定
期
券
の
写
し

□
在
学
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し

（
学
生
証
、在
学
証
明
書
な
ど
の

学
校
名
、氏
名
な
ど
が
確
認
で

き
る
も
の
）

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
わ
か
る

も
の
）の
写
し
※
初
め
て
の
申

請
ま
た
は
振
込
先
を
変
更
す
る

と
き
の
み

※
窓
口
で
申
請
す
る
場
合
は
申
請

書
の
記
入
と
申
請
者（
保
護
者
）の

本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

▼
注
意
事
項

●
申
請
ご
と
に
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。初
回
申
請
後
、年
間
を
通

し
て
自
動
的
に
交
付
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
バ
ス
カ
ー
ド
、回
数
券
、現
金
、

ス
ク
ー
ル
バ
ス
利
用
、中
学
生

や
大
学
生
が
利
用
す
る
定
期
券

の
購
入
費
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
企
画
室

☎
26
・
２
２
４
１（
直
通
）

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

愛
犬
の
た
め
に

まちの鳥

補助の内容
同一名義の定期券購入費が

5,000～9,999円／月の場合、

1,000円／月を補助

10,000円以上／月の場合、

2,000円／月を補助

▲ぐんま電子
申請受付シス
テムはこちら

生
後
91
日
以
上
の
犬
に
は
、生

涯
に
一
度
の
登
録
と
、年
に
一
度

の
狂
犬
病
予
防
注
射
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

登
録
・
届
け
出

新
た
に
犬
を
飼
う
と
き
に
犬
の

登
録
が
必
要
で
す
。ま
た
、死
亡
や

住
所
異
動
な
ど
が
あ
っ
た
と
き
、

飼
い
主
が
変
わ
っ
た
と
き
に
は
、

町
へ
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

死
亡
・
住
所
異
動
の
手
続
き
に
つ

い
て
は
、ぐ
ん
ま
電
子
申
請
受
付

シ
ス
テ
ム
で
も
届
け
出
が
可
能
で

す
。

狂
犬
病
予
防
注
射

犬
を
登
録
し
て
い
て
注
射
を
済

ま
せ
て
い
な
い
人
に
、狂
犬
病
予

防
注
射
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま

す
。左
記
の
会
場
で
予
防
接
種
を

受
け
る
場
合
は
、お
知
ら
せ
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
届
け
出
・
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
住
民
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
５（
直
通
）

犬の登録と狂犬病予防注射を行います。
都合の良い会場へお越しください。

※常に犬を押さえられるようにしてください。

期日 会　場 時　間

４
月
16
日
㊐

児童館   9:00～  9:30

大久保集落センター   9:45～10:10

三津屋田端公会堂　 10:20～10:40

駒寄住民センター　 10:50～11:10

町消防団二分団詰所 11:20～11:50

５
月
14
日
㊐

小倉集会所　   9:00～  9:30

小井堤町コミュニティーセンター   9:40～10:00

上野田集落センター 10:10～10:25

町役場北駐車場　 10:35～11:15

木戸集落センター　 11:25～11:40

下八幡神社　 11:50～12:05

陣場公会堂　 12:15～12:30

５
月
21
日
㊐

小倉集会所　   9:00～  9:20

町役場北駐車場   9:30～10:10

木戸集落センター 10:20～10:35

大久保集落センター 10:50～11:05

駒寄住民センター 11:15～11:30

町消防団二分団詰所 11:40～11:50

の
会
場
で
予
防
接
種
を

町政ニュース

定例教育委員会の傍聴

▼問い合わせ先
教育委員会事務局 教育総務室　☎26-2285（直通）

●日時　４月19日㊌9：00～
●場所　町文化センター２階研修室
●定員　先着８人
※当日直接会場へお越しください。



町政ニュース

2023. ４ 12https://www.town.yoshioka.gunma.jp/

国
民
健
康
保
険（
国
保
）

届
け
出
を
忘
れ
ず
に

届け出が必要なとき 上記の他に届け出に必要なもの

加
　
　
入

他の市町村から転入してきた/
子どもが生まれた

職場の健康保険をやめたか、
扶養家族でなくなった 社会保険離脱証明書

生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書

外国人住民で、住民票が作成された
（在留期間が３カ月を超えるなど）

特別永住者証明書または在留カード（外国人登録証明書）、
パスポート

離
　
　
脱

他の市区町村に転出する/
死亡した 国民健康保険証

職場の健康保険に入ったか、
扶養家族になった

国民健康保険証と
加入した職場の健康保険証（認定日が記入されたもの）

生活保護を受けるようになった 国民健康保険証、保護開始決定通知書

そ
の
他

住所・世帯主・氏名などを変更した 国民健康保険証

修学のため他の市区町村に転出し、
町の保険証が必要 国民健康保険証、在学証明書または学生証の写し

▼届け出に必要なもの
　□マイナンバーが分かるもの　□本人確認書類（運転免許証など）
　※その他届け出に応じて必要なものがあります。詳しくは以下の表をご覧ください。

　

国
保
の
加
入
・
離
脱
に
は
、異
動

が
あ
っ
た
日
か
ら
14
日
以
内
に
届

け
出
が
必
要
で
す
。加
入
の
届
け

出
が
遅
れ
る
と
、一
度
に
多
額
の

国
保
税
の
支
払
い
が
生
じ
る
場
合

が
あ
り
、離
脱
の
届
け
出
が
遅
れ

る
と
、納
め
る
必
要
の
無
い
国
保

税
が
課
税
さ
れ
続
け
て
し
ま
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。忘
れ
ず
に
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

まちの木

　

国
保
税
は
前
年
の
収
入
状
況
を

も
と
に
計
算
さ
れ
、７
月
中
旬
に

納
税
通
知
書
な
ど
が
発
送
さ
れ
ま

す
。各
期
納
期
限
内
の
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
の
税
率
な
ど
に
つ

い
て
は
、左
記
の
と
お
り
で
す
。地

方
税
法
の
改
定
に
伴
い
、後
期
高

齢
者
支
援
金
分
の
賦
課
限
度
額
お

よ
び
軽
減
判
定
所
得
が
変
更
に
な

り
ま
し
た
。

納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
税

医療保険分
(全ての被保険者)

後期高齢者支援金分
(全ての被保険者)

介護保険分
(40～64歳の被保険者)

所得割 世帯の加入者全員の
課税所得×6.7％

世帯の加入者全員の
課税所得×2.2％

世帯の加入者全員の
課税所得×1.6％

均等割 世帯の加入者数
×27,400円

世帯の加入者数
×8,400円

世帯の加入者数
×6,700円

平等割 １世帯につき25,800円 １世帯につき9,200円 １世帯につき7,600円

賦課限度 変更なし65万円 改定前20万円
→改定後22万円 変更なし17万円

軽減割合 世帯（世帯主、被保険者など）の総所得

７割軽減 変更なし 43万円+10万円×（給与所得者などの数-1）以下

５割軽減
改定前 43万円+28万5千円×被保険者数+10万円×

（給与所得者などの数-1）以下

改定後 43万円+29万円×被保険者数+10万円×
（給与所得者などの数-1）以下

２割軽減
改定前 43万円+52万円×被保険者数+10万円×

（給与所得者などの数-1）以下

改定後 43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×
（給与所得者などの数-1）以下

まちの花

 

各
種
申
告
・
届
出
に
つ
い
て

　

収
入
の
申
告
を
し
て
い
な
い
人

や
、国
保
加
入
・
離
脱
・
解
雇
や
倒

産
な
ど
の
非
自
発
的
失
業
な
ど
の

届
出
を
し
て
い
な
い
人
は
、必
ず

申
告
・
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。税

額
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。各
種
申
告
・
届
出
に
必
要
な
も

の
に
つ
い
て
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26･

２
２
４
９(

直
通)

※課税所得＝前年の総所得金額－基礎控除額43万円
※未就学児は、均等割額が一部軽減されます。
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まちの木

軽減割合
軽減該当条件

（均等割額の軽減は、同一世帯の被保険者と世帯主の総所得額で判定します。）
令和5年度 令和4年度

７割軽減 変更なし 「43万円+10万円×（年金・給与所得者
の数 ※1-1）｣以下

５割軽減
「43万円+10万円×（年金・給与所得者
の数 ※1-1）｣+29万×（世帯の被保険者
数）｣以下

「43万円+10万円×（年金・給与所得者
の数 ※1-1）｣+28万5千円×（世帯の被
保険者数）｣以下

２割軽減
「43万円+10万円×（年金・給与所得者
の数 ※1-1）｣以下+53万5千円×（世帯
の被保険者数）｣以下

「43万円+10万円×（年金・給与所得者
の数 ※1-1）｣以下+52万円×（世帯の被
保険者数）｣以下

※1　｢10万円×（年金・給与所得者の数-1）」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。
　年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
　・給与収入が55万円を超える人（給与収入のうち事業専従者給与分を除く）　
　・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
　・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

均等割の軽減基準

まちの鳥

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

被
保
険
者
が
等
し
く
負
担
す
る

「
均
等
割
額
」と
、所
得
に
応
じ
て

決
ま
る「
所
得
割
額
」の
合
計
額
で

す
。そ
の
う
ち
、「
均
等
割
額
」が
消

費
者
物
価
の
伸
び
の
見
通
し
な
ど

を
考
慮
し
、５
割
お
よ
び
２
割
軽

減
の
対
象
世
帯
に
係
る
所
得
判
定

基
準
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

前
年
の
収
入
状
況
が
確
認
で
き

る
６
月
に
正
式
な
保
険
料
額
が
算

定
さ
れ
、７
月
中
旬（
年
金
天
引
に

つ
い
て
は
、仮
徴
収
決
定
通
知
を

４
月
初
旬
、本
徴
収
決
定
通
知
を

８
月
下
旬
）に
発
送
予
定
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

▼
対
象（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
）

●
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

●
申
請
日
に
満
70
歳
以
上
で
あ
る

こ
と

●
自
動
車
運
転
免
許
証
を
保
有
し

て
い
る
人

●
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

※
申
請
回
数
は
１
人
１
回
限
り

▼
補
助
金
額

後
付
け
の
自
動
車

誤
発
進
防
止
装
置
の
購
入
お
よ
び

設
置
に
係
る
費
用
の
２
分
の
１

（
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）で
、

上
限
２
万
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書

令
和
５
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
改
正

自
動
車
誤
発
進
防
止
装
置
設
置
費
補
助
金

軽
減
基
準
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

後
付
け
の
装
置
に
限
り
ま
す

https://service.sugumail.com/
yoshioka/

よしおか
ほっとメール

　登録すると、ス
マホやパソコンに
防災・防犯情報や
くらしの情報など
が配信されます。
URL 

よよしおか
ほっとメール

問い合わせ先
総務課 協働安全室 ☎26-2243（直通）

新しい生活を始める時に！
情報の入手方法の確認を

　データ放送を通じて、気象情報や、
町が発信する防災情報などを見るこ
とができます。
　また、群馬テレビのデータ放送で
は、町からのお知らせなども掲載して
います。

登録はこちら

「ｄ」ボタン
テレビリモコン

URLを入力または二次元バーコード
を読み取ってください。

□
運
転
免
許
証
の
写
し

□
自
動
車
検
査
証
の
写
し

□
領
収
書
な
ど（
購
入
日
及
び
購

入
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

□
取
扱
説
明
書
な
ど（
自
動
車
誤

発
進
防
止
装
置
の
概
要
が
わ
か

る
も
の
）

□
装
着
状
況
の
分
か
る
写
真

□
補
助
対
象
者
に
町
税
の
滞
納
が

な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
わ
か
る

も
の
）の
写
し

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

　６歳未満の乳幼児を乗車させて運転する場合には、
チャイルドシートの着用が義務づけられています。町
では交通事故から子どもを守るためチャイルドシート
購入補助を実施しています。

▶対象
乳幼児を養育する親権者で、国土交通省の定める安
全基準に適合するチャイルドシート（中古品を除く）を
購入し、次の全てに該当する人
●申請日に乳幼児と親権者が町に住所を有していること
●購入日に乳幼児が６歳未満であること
●チャイルドシートの購入から１年以内であること
●町税を滞納していないこと
※補助金の交付は乳幼児１人に対し１回限りです。

▶補助金額
チャイルドシート購入価格の２分の１（１，０００円未満切
り捨て）で、上限８，０００円

▶申請に必要なもの
□申請書
□領収書など（購入日および購入額が記載されている
もの）
□チャイルドシート付属の品質保証書または取扱説明書
□通帳など（振込先がわかるもの）の写し

▶問い合わせ先
総務課 協働安全室　☎26-２２４３（直通）

チャイルドシート購入補助金




